
　
な
お
、
質
疑
は
こ
の
ほ
か
広
範
多
岐
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
昨
日
を
も
っ
て
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
山
田
委
員
が
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由

国
民
会
議
を
代
表
し
て
藤
井
委
員
が
賛
成
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を

代
表
し
て
田
代
委
員
が
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
沓
脱
委
員

が
反
対
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
伊
藤
委
員
が
反
対
の
旨
、

そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　　

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）
、
同
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）
の
二

案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　　

以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
算
委
員
会

決
算
そ
の
他
（
六
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
四
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
四
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

四
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
四
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
　
五
五
、
一
二
、
二
六

（
第
九
十
四
回
国
会
）

　

五
七
、
四
、
二
三

継
　
続
　
審
　
査

　

五
七
、
一
一
、
二
六

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

　
　
　
　
五
六
、
一
、
三
〇

（
第
九
十
四
回
国
会
）

五
六
、
一
二
、
二
一

継
　
続
　
審
　
査　
　
　
　

一
一
、
二
六

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

　
　
　
　
　
　
　　

一
、
三
〇

（
第
九
十
四
回
国
会
）

　

一
二
、
二
一　

継　

続
　
審
　
査

一
一
、
二
六

継
　
続
　
審
　
査



昭
和
五
十
五
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
五
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

五
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
五
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
五

（
第
九
十
六
回
国
会
）

五
七
、
五
、
一
四

継
　
続
　
審
　
査

一
一
、
二
六

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

　
　
　
　
　
五
七
、
一
、
二
九

（
第
九
十
六
回
国
会
）

一
、
二
九

継
　
続
　
審
　
査

　

一
一
、
二
六

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

　
　
　
　
　
一
、
二
九

（
第
九
十
六
回
国
会
）

一
、
二
九

継
　
続
　
審
　
査

　

一
一
、
二
六

継
　
続
　
審
　
査

○
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考

４

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案

五
七
、
一
二
、
三

　
五
七
、
一
二
、
二
四

受
　
　
　
領

五
七
、
一
二
、
二
四

五
七
、
一
二
、
二
五

可
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
五

可
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
一

公
職
選
挙

法
改
正
調

査
特
委

五
七
、
一
二
、
二
四

可
　
　
決

五
七
、
一
二
、
二
四

可
　
　
決

　

５

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　

一
二
、
三

　
　
　
　
一
二
、
二
四

受
　
　
　
　
領

一
二
、
二
四

　
　
一
二
、
二
五

可
　
　
決

　
　
一
二
、
二
五

可
　
　
決

　
　
一
二
、
二
一

公
職
選
挙

法
改
正
調

査
特
委

　
　
一
二
、
二
四

可
　
　
決

　
　
一
二
、
二
四

可
　
　
決




